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文 化 審 議 会 の 答 申 

（国宝・重要文化財（美術工芸品）の指定等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

文化審議会（会長 佐藤
さとう

 信
まこと

）は、１１月１８日（金）に開催された同審議会文

化財分科会の審議・議決を経て、４件の美術工芸品を国宝に、４７件の美術工芸品

を重要文化財に指定することについて、文部科学大臣に答申しましたのでお知らせ

します。 

この結果、官報告示の後に重要文化財は１０，８７２件となる予定です。 

詳しくは、別添の資料｢Ⅰ．答申内容｣ ｢Ⅱ．解説｣ ｢Ⅲ．参考｣を御覧ください。 

 

 

＜担当＞ 文化庁文化財第一課 

 課 長         齋藤 憲一郎（内線 2884） 

  課 長 補 佐         山田 隆志 （内線 2933） 

  主任文化財調査官（絵画の部）   綿田 稔  （内線 2890） 

文化財調査官（彫刻の部）   井上 大樹 （内線 2891） 

  主任文化財調査官（工芸品の部）  伊東 哲夫 （内線 2890） 

  主任文化財調査官（書跡・典籍、古文書の部） 藤田 励夫 （内線 2888） 

文化財調査官（考古資料の部） 横須賀 倫達（内線 2892） 

文化財調査官（歴史資料の部） 平出 真宣 （内線 2893） 

  審 議 会 係         滝  宏之 （内線 4908） 

電話：03-5253-4111（代表） 

   03-6734-4908（直通） 
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Ⅰ．答申内容 

１．国宝（美術工芸品）の指定 
 

＜書跡・典籍の部＞ P.8～ 

（有形文化財を重要文化財に指定し、これを国宝に 3件） 

①喪乱帖
そうらんじょう

〈原跡
げんせき

王羲之
お う ぎ し

／〉                1幅 

②更級日記
さらしなにっき

〈藤原定家
ふじわらのさだいえ

筆
ひつ

／〉               1帖 

③万
まん

葉
よう

集
しゅう

巻
まきの

第
だい

二
に

、第
だい

四
よん

残
ざん

巻
かん

（金
かな

沢
ざわ

本
ぼん

）〈藤
ふじ

原
わらの

定
さだ

信
のぶ

筆
ひつ

／彩
さい

牋
せん

〉2帖 

 

＜考古資料の部＞ P.11～ 

（重要文化財に有形文化財を追加して国宝に 1件） 

①北海道
ほっかいどう

白滝
しらたき

遺跡群
いせきぐん

出土品
しゅつどひん

                一括 

 

２．重要文化財（美術工芸品）の指定 
 

＜絵画の部＞ P.12～ 

（重要美術品を重要文化財に 2件） 

①絹本著色地蔵十王像
けんぽんちゃくしょくじぞうじゅうおうぞう

                  1幅 

②絹本著色雪舟等楊像
けんぽんちゃくしょくせっしゅうとうようぞう

〈雲谷等益筆
うんこくとうえきひつ

／〉         1幅 
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（有形文化財を重要文化財に 8件） 

①紙本金地著色南蛮人渡来図
しほんきんじちゃくしょくなんばんじんとらいず

〈／六曲屛風
ろっきょくびょうぶ

〉        1双 

②紙本著色世界図
しほんちゃくしょくせかいず

〈／八曲屛風
はっきょくびょうぶ

〉             1双 

③築地明石町
つきじあかしちょう

・新富町
しんとみちょう

・浜町河岸
はまちょうがし

〈鏑木清方筆
かぶらききよかたひつ

／絹本著色
けんぽんちゃくしょく

〉3幅 

④紙本墨画鳥獣人物戯画丁巻断簡
しほんぼくがちょうじゅうじんぶつぎがていかんだんかん

              1幅 

⑤紙本著色地獄草紙断簡
しほんちゃくしょくじごくぞうしだんかん

（解身地獄
げ し ん じ ご く

）            1幅 

⑥紙本墨画鳥獣人物戯画甲巻断簡
しほんぼくがちょうじゅうじんぶつぎがこうかんだんかん

              1幅 

⑦絹本著色惟松円融像
けんぽんちゃくしょくいしょうえんゆうぞう

〈雲谷等顔筆
うんこくとうがんひつ

／〉          1幅 

⑧絹本著色雪舟等楊像
けんぽんちゃくしょくせっしゅうとうようぞう

〈雲谷等与筆
うんこくとうよひつ

／〉         1幅 

 

＜彫刻の部＞ P.22～ 

（有形文化財を重要文化財に 6件） 

① 木造
もくぞう

日光
にっこう

月光
がっこう

菩薩
ぼ さ つ

立像
りゅうぞう

                  2軀 

  木造
もくぞう

十二
じゅうに

神将
しんしょう

立像
りゅうぞう

                   12軀 

②木造
もくぞう

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

立像
りゅうぞう

                   1軀 

③木造阿弥陀如来及
もくぞうあみだにょらいおよび

両 脇
りょうきょう

侍
じ

立像
りゅうぞう

〈行
ぎょう

快作
かいさく

／〉       3軀 

④木造
もくぞう

十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

立像
りゅうぞう

                  1軀 

⑤木造
もくぞう

不動明王
ふどうみょうおう

立像
りゅうぞう

                    1軀 



 

3 

 

⑥木造
もくぞう

神像
しんぞう

                        20軀 

 

＜工芸品の部＞ P.28～ 

（有形文化財を重要文化財に 4件） 

①銅色絵蘭陵王置物
どういろえらんりょうおうおきもの

〈海野勝珉
うんのしょうみん

作
さく

／〉             1軀 

②金銅密教法具
こんどうみっきょうほうぐ

                     20点 

③楼閣人物螺鈿食籠
ろうかくじんぶつらでんじきろう

                    1合 

④黒韋威肩取腹巻
くろかわおどしかたどりはらまき

〈大袖付
おおそでつき

／〉               1領 

 

＜書跡・典籍の部＞ P.32～ 

（有形文化財を重要文化財に 5件） 

①宋版
そうはん

唐人
とうじん

絶句
ぜ っ く

                      21冊 

②承暦二年四月廿八日内裏歌合
しょうりゃくにねんしがつにじゅうはちにちだいりうたあわせ

（二十巻本
にじゅっかんぼん

）        1巻 

③大毘盧遮那成仏経
だいびるしゃなじょうぶつきょう

疏
しょ

                   20帖 

④宋版律宗三大部
そうはんりっしゅうさんたいぶ

幷
ならびに

記
き

文
ぶん

                 52帖 

⑤源氏
げ ん じ

物語
ものがたり

（国
くに

冬本
ふゆほん

）                  54帖 
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＜古文書の部＞ P.37～ 

（重要美術品に有形文化財を追加して重要文化財に 1件） 

①嶋井家文書
し ま い け も ん じ ょ

（七百八十一通） 

11巻、36冊、1帖、6幅、670通、5綴 

（有形文化財を重要文化財に 7件） 

①多賀
た が

城跡
じょうあと

出土
しゅつど

木簡
もっかん

                    450点 

②言
とき

継
つぐ

卿記
きょうき

                        35冊 

③近江
おうみの

国
くに

比良庄
ひらしょう

絵図
え ず

                    1鋪 

④三藐院記
さんみゃくいんき

                   7巻、18冊、6通 

⑤高良
こ う ら

大社
たいしゃ

文書
もんじょ

（百四十六通）          15巻、18冊、17通 

⑥銘苅家
め か る け

文書
もんじょ

（四通）              1幅、2面、1鋪 

⑦琉
りゅう

球
きゅう

国
こく

王
おう

朱
しゅ

印
いん

状
じょう

〈大
おほ

首
しゅ

里
り

大
おほ

屋
や

子
こ

充
あて

/万
ばん

暦
れき

二十三年八月廿九日〉 

1幅 

＜考古資料の部＞ P.45～ 

（有形文化財を重要文化財に 8件） 

①北海道
ほっかいどう

常呂川河口遺跡墓坑
と こ ろ が わ か こ う い せ き ぼ こ う

出土品
しゅつどひん

            一括 

②青森県
あおもりけん

引
くしひき

遺跡
い せ き

出土品
しゅつどひん

                 一括 

③茨城県
いばらきけん

風返
かざかえし

稲荷山
いなりやま

古墳
こ ふ ん

出土品
しゅつどひん

              一括 
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④三重県
み え け ん

天白
てんぱく

遺跡
い せ き

出土品
しゅつどひん

                 一括 

⑤京都府
きょうとふ

神
かみ

雄寺
お で ら

跡
あと

出土品
しゅつどひん

                 一括 

⑥広島県
ひろしまけん

安芸国分寺跡土坑
あ き こ く ぶ ん じ あ と ど こ う

出土品
しゅつどひん

             一括 

⑦徳島県
とくしまけん

若杉山
わかすぎやま

辰砂
しんしゃ

採掘
さいくつ

遺跡
い せ き

出土
しゅつど

石器
せ っ き

           一括 

⑧福岡県
ふくおかけん

大宰府
だ ざ い ふ

跡
あと

出土品
しゅつどひん

                 一括 

 

＜歴史資料の部＞ P.53～ 

（有形文化財を重要文化財に 6件） 

①大槻家
おおつきけ

関係
かんけい

資料
しりょう

                     4048点 

②五
ご

馬力
ば り き

誘導電
ゆうどうでん

動機
ど う き

〈／明治四十三年、久原
く は ら

鉱業所製
こうぎょうしょせい

〉    1台 

③星学
せいがく

手簡
しゅかん

                        3冊 

④横
よこ

山松
やままつ

三郎
さぶろう

関係
かんけい

資料
しりょう

（高田家
た か だ け

伝来
でんらい

）            83点 

⑤国友
くにとも

一貫
いっかん

斎
さい

関係
かんけい

資料
しりょう

                   953点 

⑥上江
う え

洲家
ず け

関係
かんけい

資料
しりょう

                    1905点 
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３．その他（国宝・重要文化財の分割、追加等） 

＜絵画の部＞ 

 
（国宝を分割し有形文化財を追加して国宝に指定し、 

一部を重要文化財に 1件） 

○国宝 

紙本
し ほ ん

墨画
ぼ く が

淡彩
たんさい

四季
し き

山水図
さんすいず

〈雪
せっ

舟
しゅう

筆
ひつ

／文明
ぶんめい

十八年
じゅうはちねん

の年記
ね ん き

がある〉1巻 

附 送
そう

雪舟帰国詩並序
せっしゅうきこくしならびにじょ

〈徐璉
じょれん

筆
ひつ

／成化五年五月の年記
ね ん き

がある〉1幅 

  贈
ぞう

雪
せっ

舟
しゅう

詩
し

・四季
し き

山水図
さんすいず

跋
ばつ

               1巻 

  紙本
し ほ ん

墨画
ぼ く が

淡彩
たんさい

四季
し き

山水図
さんすいず

 

〈狩野
か の う

古信
ひさのぶ

模写
も し ゃ

／享保十年十二月の年記
ね ん き

がある〉1巻 

○重要文化財 

紙本
し ほ ん

墨画
ぼ く が

淡彩
たんさい

四季
し き

山水図
さんすいず

〈雲谷
うんこく

等
とう

益
えき

筆
ひつ

／（雪
せっ

舟作
しゅうさく

副本
ふくほん

）〉   1巻 

 

（重要文化財に有形文化財を追加して重要文化財に 1件） 

紙本金地著色仙人掌群鶏図
しほんきんじちゃくしょくさぼてんぐんけいず

 

〈伊藤若冲
いとうじゃくちゅう

筆
ひつ

/七十五歳の款記
か ん き

がある/襖貼付〉6面 

紙本
し ほ ん

墨画
ぼ く が

蓮池図
れ ん ち ず

〈伊藤若冲
いとうじゃくちゅう

筆
ひつ

/旧襖貼付〉         6幅 

紙本
し ほ ん

墨画
ぼ く が

山水図
さんすいず

〈伊藤若冲
いとうじゃくちゅう

筆
ひつ

/七十五歳の款記
か ん き

がある〉   1幅 
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＜書跡・典籍の部＞ 

 
（考古資料の部の国宝を分割し、書跡・典籍の部に移管し、 

有形文化財を追加して重要文化財に 1件） 

①金峯山経塚出土紺紙金字経
きんぷせんきょうづかしゅつどこんしきんじきょう

               一括 

 

＜古文書の部＞ 

（国宝に有形文化財を追加して国宝に １件） 

①智証
ちしょう

大師
だ い し

関係
かんけい

文書
もんじょ

典籍
てんせき

（九十三通）      51巻、2帖、1夾 

 

＜歴史資料の部＞ 

（重要文化財に有形文化財を追加して重要文化財に 1件） 

①石黒
いしぐろ

信
のぶ

由
よし

関係
かんけい

資料
しりょう

                  6390点 

 

※上記は主なものを記載、このほか名称変更、員数変更等あり。 

※次ページ以降のⅡ．解説は、新規指定（Ⅰ．１,２）について掲載しています。 
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Ⅱ．解説 

１．国宝（美術工芸品）の指定 

＜書跡・典籍の部＞ 

（有形文化財を重要文化財に指定し、これを国宝に 3件） 

①喪乱帖
そうらんじょう

〈原跡
げんせき

王羲之
お う ぎ し

／〉                1幅 

 

【所有者】国（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 

【法 量】 縦 26.2㎝ 横 58.9㎝ 

 

東晋
とうしん

の書
しょ

聖
せい

、王羲之
お う ぎ し

（303？～361？）の書簡を唐代に写した精巧な模本である。

内容は、戦乱により先祖の墓が荒らされた深い悲しみを記す。一行目に「喪
そう

乱
らん

」

の字が見えることから「喪乱帖」と名付けられている。「帖」とは法帖
ほうじょう

、習字の

手本のことである。王羲之の真筆
しんぴつ

は現存せず、王羲之筆の書簡などの精巧な模本

が古来珍重されている。 

 喪乱帖は、現存する王羲之書の精巧な模本 9 点のなかでも、もとの書簡を書

いた年代が永和 12年（356）と確かであること、文章としてまとまった内容であ

ること、模写の技法が優れていることなどにより、第一級品とされ、書道史上た

いへん貴重である。（中国・唐時代・8世紀） 

  

国所蔵（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 
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②更級日記
さらしなにっき

〈藤原定家
ふじわらのさだいえ

筆
ひつ

／〉               1帖 

附 波
なみ

に月
つき

蒔絵
ま き え

冊子箱
さっしばこ

               1合 

 

【所有者】国（宮内庁三の丸尚蔵館保管）  

【法量】 縦 16.4㎝ 横 14.5㎝ 

 

 本書は菅 原 孝 標 女
すがわらのたかすえのむすめ

（1008～1059）が著した『更級日記』の最古写本である。 

 書写は藤原定家（1162～1241）が自ら行った。また、伝本に誤字、不審箇所

が多いため、定家自ら朱を入れたり、注を入れたりしたことが奥書に記されて

いる。 

 江戸時代、後西天皇
ごさいてんのう

（在位 1654～1663）の御物
ぎょぶつ

となっていたが、それ以前か

ら錯簡が発生していた。その錯簡は江戸時代の写本・版本すべてに引き継がれて

いるため、本書が唯一の祖本であることが明らかとなっている。 

 定家自らが書写・校訂を行った典籍として、また、『更級日記』の祖本として、

我が国の文学史上に極めて価値が高い資料である。（鎌倉時代・13世紀） 

  

国所蔵（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 
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③万
まん

葉
よう

集
しゅう

巻
まきの

第
だい

二
に

、第
だい

四
よん

残
ざん

巻
かん

（金
かな

沢
ざわ

本
ぼん

）〈藤
ふじ

原
わらの

定
さだ

信
のぶ

筆
ひつ

／彩
さい

牋
せん

〉2帖 

附 浦
うら

景
けい

蒔
まき

絵
え

冊
さっ

子
し

箱
ばこ

                1合 

桐
きり

冊
さっ

子
し

箱
ばこ

                   1合 

  宝
ほう

永
えい

丁
ひのと

亥
い

仲
ちゅう

春
しゅん

望
ぼう

日
じつ

前
まえ

田
だ

綱
つな

紀
のり

箱
はこ

書
がき

 

 

【所有者】国（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 

【法 量】各 縦 21.7㎝ 横 13.6㎝ 

 

平安時代の『万葉集』の古写本
こしゃほん

で、金沢藩主前田家に伝来したことから「金
かな

沢
ざわ

本
ぼん

万
まん

葉
よう

集
しゅう

」と呼ばれている。分類上、次
じ

点
てん

本
ぼん

と呼ばれる系統に属し、仙
せん

覚
がく

（1203

～？）が校訂
こうてい

した新
しん

点
てん

本
ぼん

以前の古写本として重要な価値を有する。筆者は世
せ

尊
そん

寺
じ

家
け

第五世の藤原
ふじわらの

定信
さだのぶ

（1088～？）で、壮年期の筆と推定されている。速筆で全

体の流れや流動感による美しさを追求した完成度の高い筆跡であり、和製
わ せ い

唐紙
からかみ

（彩牋）を用いた美麗な料紙
りょうし

とよく調和し、書道史上においても高く評価されて

いる。 

本帖は、平安時代の「五
ご

大
だい

万
まん

葉
よう

」の一つとして、我が国の文化史上において極

めて高い価値を有する。（平安時代・12世紀） 

  

国所蔵（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 
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＜考古資料の部＞ 

（重要文化財に有形文化財を追加して国宝に 1件） 

①北海道
ほっかいどう

白滝
しらたき

遺跡群
いせきぐん

出土品
しゅつどひん

                一括 

 

【所有者】遠軽町（北海道紋別郡遠軽町一条通北 3－1－1） 

遠軽町埋蔵文化財センター保管 

 

全 1965 点から成る一括。約 15,000～30,000 年前の遺物であり、わが国で最

も古い国宝となる。 

後期旧石器時代前半期の小形剝片石器を主体として石刃
せきじん

技法が顕著な石器群

と、同時代後半期の細石刃
さいせきじん

石器群、および細石刃石器群に優美で精巧な作りの尖

頭器を伴う石器群などに分けられ、後期旧石器時代前半期から後半期に至る石

器の変遷と組み合わせを明瞭に追うことができる。中でも、全長 36.3センチメ

ートルの超大形の尖頭状
せんとうじょう

石器をはじめ、多数の木葉形尖頭器
もくようけいせんとうき

、それらの製作に

かかわる数百点の剝片・砕片を接合した接合資料・石核
せきかく

、現存最大長の大形石刃

等が注目される。わが国の旧石器時代遺跡出土遺物の中でも、内容・質量ともに

群を抜く一括資料である。（後期旧石器時代・約 15,000～30,000年前） 
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２．重要文化財（美術工芸品）の指定 

＜絵画の部＞ 

（重要美術品を重要文化財に 2件） 

①絹本著色地蔵十王像
けんぽんちゃくしょくじぞうじゅうおうぞう

                  1幅 

 

【所有者】公益財団法人阪急文化財団（大阪府池田市栄本町 12－27） 

逸翁美術館保管 

【法 量】縦 82.8㎝ 横 38.0㎝ 

 

十王に裁かれた後、六道
ろくどう

に転生
てんしょう

した衆生
しゅじょう

を地蔵菩薩が救済する様子を一幅

のうちに表現した作例である。画面構成の範
はん

は中国宋～元時代の作例にあると

考えられるが、十王の服制
ふくせい

にはより古様な形式を取り入れるなど、全体の図様に

は独自性が強い。地蔵の静かで慎ましい顔立ちや、着衣等にみる細緻な截金
きりかね

文様、

穏やかな自然描写から、鎌倉時代後期の作とみられる。我が国では一画面に地蔵

と十王をあらわす作例は数少なく、本作はその中でも古い例として貴重である。

（鎌倉時代・13世紀） 
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②絹本著色雪舟等楊像
けんぽんちゃくしょくせっしゅうとうようぞう

〈雲谷等益筆
うんこくとうえきひつ

／〉         1幅 

玉舟宗璠
ぎょくしゅうそうはん

の追
つい

賛
さん

がある 

 

【所有者】宗教法人常
じょう

栄寺
え い じ

（山口県山口市宮野下 2001－1） 

山口県立美術館寄託 

【法 量】縦 104.9㎝ 横 34.2㎝ 

 

室町時代の画僧・雪舟の肖像画で、江戸時代初期の萩藩
はぎはん

絵師・雲谷等益（1591

～1644）の代表作として知られる作例である。使用印から等益晩年の作とみられ、

等益が次男・等爾
と う じ

（1615～1671）に付与し、等益没後に等爾が大徳寺 185 世・

玉舟宗璠
ぎょくしゅうそうはん

（1600～1668）の賛
さん

を得た可能性が指摘される。雪舟末流として江戸

時代を通じ独特の存在感を示し続けた雲谷派にとって、画
が

祖
そ

・雪舟の肖像画には

特別な意味があったはずで、本作はその一端を示す好資料としても高く評価さ

れる。（江戸時代・17世紀）  
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（有形文化財を重要文化財に 8件） 

①紙本金地著色南蛮人渡来図
しほんきんじちゃくしょくなんばんじんとらいず

〈／六曲屛風
ろっきょくびょうぶ

〉        1双 

 

【所有者】国（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 

【法 量】各 縦 150.8㎝ 横 334.2㎝ 

 

左隻に財宝を満載して日本の港に来航した西洋風の大型帆船、右隻に上陸し

たカピタン一行が市中を行進して教会を訪れる様子を描いた、いわゆる「南蛮屛

風」の一例である。慶長 14年（1609）に徳川家康が駿府
す ん ぷ

に創設した来迎院英長寺
らいこういんえいちょうじ

に家康寄進の品として伝来した。絵師は明確ではないものの、桃山時代特有のお

おらかな雰囲気を伝えており、後続の作例に与えた影響も大きい。近世の南蛮屛

風の中でも初期作のひとつに数えられる重要な作例である。（桃山時代・17世紀） 

  

国所蔵（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 
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②紙本著色世界図
しほんちゃくしょくせかいず

〈／八曲屛風
はっきょくびょうぶ

〉             1双 

 

【所有者】国（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 

【法 量】各 縦 178.6㎝ 横 486.3㎝ 

 

オランダ製壁掛け世界図（1609 年版、ブラウ作製カエリウス改作）を主な典

拠とする大型の屛風絵で、右隻には上部に王侯騎馬図
お う こ う き ば ず

、その下に 28都市図とポ

ルトガル地図を並べ、左隻には中央に世界地図、左右に 42の諸国人物図を配す

る。我が国の初期洋風画にみられる諸画題を網羅的に併置することが特徴的で、

精緻で崩れの少ない描写は見応えがある。初期洋風画のなかで屈指の優品であ

る。（桃山時代・17世紀） 

 

  

国所蔵（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 
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③築地明石町
つきじあかしちょう

・新富町
しんとみちょう

・浜町河岸
はまちょうがし

〈鏑木清方筆
かぶらききよかたひつ

／絹本著色
けんぽんちゃくしょく

〉 

3幅 

【所有者】独立行政法人国立美術館（東京都千代田区北の丸公園 3－1） 

東京国立近代美術館保管 

【法 量】各 縦 173.5㎝ 横 74.0㎝ 

 

鏑木清方（1878～1972）は近代を代表する日本画家で、東京神田に生まれた。

本作は昭和 2年（1927）の帝国美術院展覧会
ていこくびじゅついんてんらんかい

で帝国美術院賞を受賞した「築地明

石町」に、姉妹作として「新富町」と「浜町河岸」を同 5年（1930）に加えた連

作。清方は自身にゆかりの深い土地を舞台に、既に過去のものとなっていた明治

末年の景観や女性の装いを精緻に描く。洗練を極めた本作の表現は、徹底した風

俗描写を基礎に繊細で豊かな情趣を示す清方の作風を代表するものである。 

（近代・昭和 2年・5年） 
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④紙本墨画鳥獣人物戯画丁巻断簡
しほんぼくがちょうじゅうじんぶつぎがていかんだんかん

             1幅 

 

【所有者】公益財団法人秀明文化財団（滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷 300） 

MIHO MUSEUM保管 

【法 量】縦 29.8㎝ 横 80.5㎝ 

 

前半に馬に乗った二人、後半にもう二人が相撲をとる様子をおおらかな墨線

で描く。国宝・鳥獣人物戯画（京都・高山寺）丁巻に現状で直接接続するもので

はないが、様式と紙の特徴から、丁巻の断簡であることは確実である。甲巻以外

の断簡で現在知られているものは本作が唯一で、本断簡は丁巻ひいては鳥獣人

物戯画の全体像を考える上で、極めて重要な作例である。（鎌倉時代・12 世紀） 
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⑤紙本著色地獄草紙断簡
しほんちゃくしょくじごくぞうしだんかん

（解身地獄
げ し ん じ ご く

）           1幅 

 

【所有者】宗教法人神慈秀明会（京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町 20） 

MIHO MUSEUM保管 

【法 量】縦 26.1㎝ 横 90.5㎝ 

 

沙門
しゃもん

（僧侶）の堕
お

ちる地獄を描くことから「沙門地獄草紙
しゃもんじごくぞうし

」とも称される絵巻

物の断簡。本断簡は第六段にあたる詞と絵で、生きものを殺した僧侶が堕ちる

解身地獄
げ し ん じ ご く

をあらわし、獄卒
ごくそつ

による責め苦の様子や、僧侶たちの苦しみを表情豊か

に描き出す。沙門地獄草紙は、地獄草紙、餓鬼
が き

草紙
ぞ う し

、 病
やまいの

草紙
そ う し

などとともに、

後白河
ごしらかわ

法皇
ほうおう

の蓮華王院宝蔵
れんげおういんほうぞう

に保管されていた「六道
ろくどう

絵
え

」の一部である可能性を指

摘される優品である。本作はその断簡のひとつとして極めて貴重である。 

（平安時代・12世紀） 
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⑥紙本墨画鳥獣人物戯画甲巻断簡
しほんぼくがちょうじゅうじんぶつぎがこうかんだんかん

              1幅 

 

【所有者】宗教法人神慈秀明会（京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町 20） 

MIHO MUSEUM保管 

【法 量】縦 28.6㎝ 横 51.2㎝ 

 

秋草を背景に、擬人化された猿、蛙、鼠たちが左右それぞれに視線を送る様子

が秀逸な墨線で描かれる。古くは右が競馬
くらべうま

、左が蹴鞠
け ま り

の場面に接続していた。

国宝・鳥獣人物戯画（京都・高山寺）甲巻に現状で直接接続するものではないが、

様式と紙の特徴から、甲巻の断簡であることは確実である。本断簡は甲巻ひいて

は鳥獣人物戯画の全体像を考える上で極めて重要な作例である。 

（平安時代・12世紀） 
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⑦絹本著色惟松円融像
けんぽんちゃくしょくいしょうえんゆうぞう

〈雲谷等顔筆
うんこくとうがんひつ

／〉          1幅 

自賛
じ さ ん

がある 

 

【所有者】宗教法人常栄寺（山口県山口市宮野下 2001－1） 

山口県立美術館寄託 

【法 量】縦 103.7㎝ 横 52.1㎝ 

 

常栄寺 3世・惟松円融（？～1614）の肖像画で、その晩年に弟子の法雲恵藤
ほううんえとう

に

与えられたものである。画面向かって左下の印と様式から、毛利輝元に仕えた雲

谷派の祖・雲谷等顔（1547～1618）の作であることも判明する。堂々とした形態

把握と気迫を感じさせるやや陰鬱
いんうつ

な表情に、きらびやかな彩色
さいしき

とがあいまって

独特な存在感を示す優品で、雪舟風の重厚な墨画で著名な等顔が、着色画におい

ても本格的な技術と個性的な作風を持っていたことを示す代表作として高く評

価される。（桃山時代・17世紀） 
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⑧絹本著色雪舟等楊像
けんぽんちゃくしょくせっしゅうとうようぞう

〈雲谷等与筆
うんこくとうよひつ

／〉         1幅 

寛永
かんえい

十六年五月天祐紹杲
てんゆうしょうこう

の賛
さん

がある 

 

【所有者】個人 

山口県立美術館寄託 

【法量】縦 83.3㎝ 横 30.8㎝ 

 

室町時代の画僧・雪舟の肖像画で、寛永 16 年（1639）5 月、大徳寺 169 世の

天祐紹杲
てんゆうしょうこう

（1586～1666）の賛があり、「雪舟から数えて 5世の雲谷等与が雪舟 71

歳の自画像を模写し、天祐に賛を請うた」ことが明記される。前後の状況から、

等与（1612～1668）が父の等益から雲谷
うんこく

本家
ほ ん け

の家督
か と く

を相続する記念として描いた

ものとみなされ、雪舟末流
まつりゅう

として江戸時代を通じ独特の存在感を示し続けた雲

谷派にとって雪舟像が特別なものであったことを明示する資料として価値が高

い。（江戸時代・寛永 16年）  
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＜彫刻の部＞ 

（有形文化財を重要文化財に 6件） 

① 木造
もくぞう

日光
にっこう

月光
がっこう

菩薩
ぼ さ つ

立像
りゅうぞう

                 2軀
く

 

  木造
もくぞう

十二
じゅうに

神将
しんしょう

立像
りゅうぞう

                 12軀 

           （所在
しょざい

本堂
ほんどう

） 

 

【所有者】宗教法人瀧
たき

山寺
さ ん じ

（愛知県岡崎市滝町字山籠 107） 

【法 量】像高 日光菩薩 178.0㎝ 

        月光菩薩 175.2㎝ 

        十二神将 111.0～121.5㎝ 

 

瀧山寺本堂（重要文化財）の秘仏本尊薬師如来像の両 脇
りょうきょう

侍
じ

および眷属
けんぞく

として

伝わる日光月光菩薩像と十二神将像。『瀧
たき

山寺
さ ん じ

縁起
え ん ぎ

』の記述より仁
にん

治
じ

3年（1242）

に造り始め、建
けん

長
ちょう

2 年（1250）までに完成したことが知られる。当地の古刹
こ さ つ

に

一具完存して伝わる群像であり、当初の表面彩色
さいしき

文様
もんよう

を遺す点も貴重である。殊に十二神将像は面貌や持物
じ も つ

に類例のない特徴をみせるなど、異色の十二神将とし

て注目される。（鎌倉時代・13世紀） 
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②木造
もくぞう

阿弥陀
あ み だ

如来
にょらい

立像
りゅうぞう

                  1軀 

 

【所有者】宗教法人上
じょう

徳寺
と く じ

（京都府京都市下京区富小路通五条下る本塩竈町 556） 

【法 量】像高 97.3㎝ 

 

通例と異なり左手の肘を曲げ、右手を下げる、いわゆる逆手
さ か て

の印相
いんぞう

になる阿弥

陀像で、深く自由な衣文の彫り口や張りのある肉付けより 13世紀前半の製作と

みられる。下半身の V 字を重ねる衣文は印相とともに中国・宋時代の画像から

採り入れたもので、鎌倉時代に奈良で活動した善派
ぜ ん ぱ

仏師の作例にままみられ、同

派の仏師により造られたとみられる。唇に水晶を貼装
てんそう

するいわゆる玉
ぎょく

唇
しん

の技法

はきわめて珍しいもので、生身
しょうじん

（現世に具体的な存在をあらわした仏）信仰
しんこう

に

関連するものと考えられる。鎌倉彫刻の優品で図像や作風に特色のある一作と

して注目される。（鎌倉時代・13世紀） 
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③木造阿弥陀如来及
もくぞうあみだにょらいおよび

両 脇
りょうきょう

侍
じ

立像
りゅうぞう

〈行
ぎょう

快作
かいさく

／〉      3軀 

   両 脇
りょうきょう

侍
じ

の足枘
あしほぞ

に法
ほう

眼
げん

行
ぎょう

快
かい

の銘
めい

がある 

 

【所有者】宗教法人聞名寺
もんみょうじ

 

（京都府京都市左京区東大路仁王門上る北門前町 485） 

【法 量】像高 中尊 83.2㎝／左脇侍 59.0㎝／右脇侍 58.6㎝ 

 

阿弥陀如来を中尊
ちゅうそん

として左右に観音
かんのん

菩薩
ぼ さ つ

・勢至菩薩
せ い し ぼ さ つ

が従う来迎
らいごう

三尊
さんぞん

。両脇侍

の足枘
あしほぞ

に快慶
かいけい

の高弟
こうてい

、法
ほう

眼
げん

行
ぎょう

快
かい

の作者銘があり、中尊は足枘を造らず鉄製棒で

台座に立てる構造で銘文がないもののやはり行快の手になるものとみられ、全

体に繊細さをとどめた作風から行快の法
ほう

眼
げん

叙位（1227 年以降）後比較的早い時

期の製作と考えられる。中尊は行快の三尺
さんじゃく

阿弥陀像
あ み だ ぞ う

中でも出 色
しゅっしょく

の出来栄えを

示し、両脇侍は動きのある姿態を破綻なくまとめ上げられており、行快の代表作

に挙げられる。（鎌倉時代・13世紀） 
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④木造
もくぞう

十一面
じゅういちめん

観音
かんのん

立像
りゅうぞう

                  1軀 

  附 結縁交名
けちえんこうみょう

                  一括 

      文永
ぶんえい

五年七月十七日、同
どう

十八日、 

一日
いちにち

造立
ぞうりゅう

供養
く よ う

観音
かんのん

等の記
き

がある 

 

【所有者】宗教法人乙訓寺
おとくにでら

（京都府長岡京市今里 3－14－7） 

【法 量】像高 181.8㎝ 

 

等身
とうしん

の十一面観音像で、ヒノキ材の寄木造
よせぎづくり

、素地
き じ

仕上げ。江戸時代に奈良秋篠寺
あきしのでら

より移されたことが知られる。令和 3 年度竣工の保存修理で像内より納入品が

取り出され、文永
ぶんえい

5年（1268）7月 18日に一日
いちにち

造立仏
ぞうりゅうぶつ

（一日のうちに造立供養

まで行う仏像製作）として造られたことが判明

した。納入品は本像を製作するために集められ

た結縁交名
けちえんこうみょう

で、「龍
りゅう

花院
げ い ん

」「甲斐
か い の

塚
つか

」等、興福寺
こうふくじ

の子院
し い ん

の名や関係する地名が認められる。一日

造立仏は 13世紀後半から 14世紀初めにかけて

興福寺で盛んに行われたことが知られ、本像も

そのなかで製作された一例と考えられる。現存

する一日造立仏で最も早い年紀を有する像と

して貴重である。（鎌倉時代・文永 5年） 
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⑤木造
もくぞう

不動明王
ふどうみょうおう

立像
りゅうぞう

                   1軀 

  附 木造二
もくぞうに

童子
ど う じ

立像
りゅうぞう

               2軀 

 

【所有者】宗教法人観音寺
かんのんじ

（京都府福知山市観音寺 1067） 

【法 量】像高 45.5㎝ 

 

左目を眇
すが

め、牙
げ

上下
じょうげ

出
しゅつ

する面貌に太い 髻
もとどり

風に髪を結い、こめかみから炎
えん

髪
ぱつ

を立ち上がらせるという異形
いぎょう

の不動明王像。カヤ材とみられる針葉樹
しんようじゅ

の一
いち

木造
ぼくづくり

で、深く鋭い刀法で刻まれた衣文や分厚い体軀に平安前期の特徴を濃厚に示し、

製作年代は 9 世紀後半と推定される。立像の不動明王としては極めて古く、異

形の姿は不動明王像の図像が定型化する以前の有り様を示しているものと考え

られる。平安前期彫像の優品であり、不動明王の図像の展開を考える上で欠くこ

との出来ない一作として注目される。（平安時代・9世紀） 
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⑥木造
もくぞう

神像
しんぞう

                      20軀 

  罔
みず

象
はの

女神
めのかみ

坐像
ざ ぞ う

                  1 

  男
だん

神
しん

坐像
ざ ぞ う

                    7 

  女神
じょしん

坐像
ざ ぞ う

                    10 

  童形
どうぎょう

神
しん

坐像
ざ ぞ う

                   2 

 

【所有者】宗教法人丹生川上
に う か わ か み

神社
じんじゃ

（奈良県吉野郡東吉野村大字小 968） 

【法 量】像高 罔象女神 53.2㎝ 男神 19.9～33.5㎝ 

       女神 23.1～56.1㎝ 童形神 23.1／30.5㎝ 

 

吉野
よ し の

の古社
こ し ゃ

丹生川上神社に伝えられた神像群。主
しゅ

神
しん

、罔象女神像はえくぼをつ

くり歯を見せて微笑する表情で女房
にょうぼう

装束
しょうぞく

をまとい左手に宝珠
ほうじゅ

を執
と

る。身体の

動きに合わせて自然に流れる著
ちゃく

衣
い

の衣文
え も ん

に鎌倉時代の特徴がよく示され、13世

紀半ば頃の製作とみられる。当代の神像彫刻の優品である。女神像のうち大型の

一体は 11 世紀に遡る製作とみられ、切金
きりかね

をまじえた表面彩色文様もよく遺る。

他にも一対の男女神に童形神が従う一
いち

具
ぐ

の像などを含み、当地における平安時

代から鎌倉時代の神像の一括資料として注目される。 

（平安～鎌倉時代・11～13世紀） 
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＜工芸品の部＞ 

（有形文化財を重要文化財に ４件） 

①銅色絵蘭陵王置物
どういろえらんりょうおうおきもの

〈海野勝珉
うんのしょうみん

作
さく

／〉            1軀 

 附 黒檀地
こくたんじ

木画
も く が

花
はな

文面箱
もんめんばこ

〈木内半
きうちはん

古
こ

作
さく

／〉       1合   

   黒檀地
こくたんじ

木画
も く が

花
はな

文台
もんだい

〈木内半
きうちはん

古
こ

作
さく

／〉        1基   

 

【所有者】国（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 

【法 量】高 33.5㎝  幅 32.0㎝ 奥行 28.0㎝ 

 

本作は、舞楽
ぶ が く

「蘭
らん

陵
りょう

王
おう

」の演者を表した置物で、明治 23年（1890）の第三回

内国勧業博覧会に出品され、一等妙技賞を受賞し、宮内省買上げとなった。銅を

主体とし、各部分は主として鍛造
たんぞう

により成形され、精巧に組み合わされている。

演者の姿態は、量感や奥行き表現などに主眼が置かれ、写実的に捉えられている。

また、演者が被る面や、顔貌、装束
しょうぞく

の文様は、金・銀・銅とそれらの各種合金

を用い、刀装金具の伝統的彫金技術である鋤彫
す き ぼ

りや色絵
い ろ え

などにより、細緻に表現

されている点が特筆される。明治金工界における第一人者として活躍した

海野勝珉
うんのしょうみん

（1844～1915）の代表作である。（近代・明治 23年） 

  

国所蔵（宮内庁三の丸尚蔵館保管） 
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②金銅密教法具
こんどうみっきょうほうぐ

                     20点 

 

【所有者】宗教法人小網寺
こ あ み じ

（千葉県館山市出野尾 859） 

 

銅製鍍金
と き ん

の密教法具類で、五鈷鈴
ご こ れ い

・五鈷
ご こ

杵
しょ

・独鈷
ど っ こ

杵
しょ

・金剛盤
こんごうばん

・輪
りん

宝
ぼう

及び輪宝台・

羯磨
か つ ま

及び羯磨台・花瓶
けびょう

・四橛
し け つ

などの組み合わせである。鎌倉から室町時代の製作

で、当初からの一具ではないが、法具として後世に組み合わされたと思われる一

群である。 

鎌倉時代の法具は、鋳上
い あ

がりのよい優品であり、また、金剛盤・蓮華
れ ん げ

台
だい

・花瓶

等には金沢審海
かねさわしんかい

の刻銘があることから、房総半島対岸の金沢
かねさわ

・称名寺
しょうみょうじ

の開山で

ある妙 性 房
みょうしょうぼう

審海に関連する遺品であることがうかがわれる。 

 安房
あ わ

における密教道場として、鎌倉時代には大規模な伽藍が整備され、隆盛し

た小網寺に伝来した。 

 本件は、鎌倉時代の優品を含む中世の密教法具の遺例として貴重である。 

（鎌倉～室町時代・13～16世紀） 
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③楼閣人物螺鈿食籠
ろうかくじんぶつらでんじきろう

                   1合 

 

【所有者】公益財団法人永
えい

青
せい

文庫
ぶ ん こ

（東京都文京区目白台 1－1－1） 

【法 量】高 29.0㎝ 径 23.8㎝ 

 

黒漆
くろうるし

塗りの地に総体を薄貝螺鈿
うすがいらでん

で装飾した八稜花形
はちりょうかがた

の重合子
じゅうごうす

である。蓋
ふた

甲
こう

に

は楼閣
ろうかく

の中で鏡に向かって身なりを整える婦人の図、側面には子供たちが戯
たわむ

れ

遊ぶ様子などを表し、地
じ

は唐花唐草文
からはなからくさもん

で埋め尽くしている。色の異なる薄貝を選

んで、意匠、細工いずれも細緻かつ巧みな表現が施されており、南宋の余風と元

時代における螺鈿の特徴をよく備えた優品である。本作のような螺鈿の合子は、

我国では、唐物漆器
からものしっき

として重宝され、食籠
じきろう

として書院飾りに用いられた。伝世す

る唐物の螺鈿重食籠
らでんじゅうじきろう

として貴重な遺例である。（中国・元時代・13～14世紀） 
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④黒韋威肩取腹巻
くろかわおどしかたどりはらまき

〈大袖付
おおそでつき

／〉               1領 

 

【所有者】公益財団法人根津美術館
ね づ びじ ゅつ か ん

（東京都港区南青山 6－5－1） 

【法 量】胴高 27.8㎝ 袖高 42.2㎝ 

 

黒漆盛上札
くろうるしもりあげざね

を黒韋
くろかわ

で威
おど

し、上から三段を紅・白・紅で威した肩取威腹巻で

ある。要所に鉄交ぜの札板
さねいた

を連ねて腰をやや絞った胴の仕様や、草摺
くさずり

の最下段

の両端をやや撓
たわ

めた形状、八重菊
や え ぎ く

の双鋲
そうびょう

を打った唐草文透彫の精巧な銅製鍍

金八双金物
はっそうかなもの

などによる装飾が施されるほか、当初からの一具と思われる袖をと

もなうなど、室町時代 16世紀頃における腹巻の典型的な形式をよく示してい

る。 

本件は、後世の補修補作等の手がほぼ入っておらず、当初のものと思われる威

や札板、金具などが残り、当初の姿をよく遺している。中世に遡る腹巻で、生
う

ぶ

な状態を保っている遺品は極めて少なく、高く評価される貴重な資料である。 

（室町時代・16世紀） 
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＜書跡・典籍の部＞ 

（有形文化財を重要文化財に 5件） 

①宋版
そうはん

唐人
とうじん

絶句
ぜ っ く

                    21冊 

 

【所有者】国（文化庁保管）  

【法 量】各 縦 28.2㎝ 横 19.4㎝ 

 

 南宋時代の政治家、儒学者洪邁
こうまい

（1123～1202）が編纂した。唐詩
と う し

のうち絶句
ぜ っ く

の

大規模集成として最古である。洪邁が任地の浙江
せっこう

で前半を刊行し、没後の嘉
か

定
てい

16

年(1223)に後半部分を加えて故郷の鄱
は

陽
よう

（江西省）で刊行された。 

 各冊巻末の黒印「妙
みょう

安
あん

」から京都・相国寺
しょうこくじ

住持を務めた惟
い

高妙安
こうみょうあん

（1480～1576）

の蔵書であったと推定され、それまでには我が国にもたらされていた。『唐人絶

句』は、明時代には増補刊行され、我が国でも文政 6年（1823）に官版
かんばん

（幕府の

昌平坂
しょうへいざか

学問所
がくもんしょ

で出版）として刊行されるなど、後世までよく参照された。本品

は、南宋時代に印刷された全 22 冊のうち落丁のない 21 冊が揃っていて、現存

唯一のものであり、文化史上、極めて貴重である。（中国・南宋時代・13 世紀） 
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②承暦二年四月廿八日内裏歌合
しょうりゃくにねんしがつにじゅうはちにちだいりうたあわせ

（二十巻本
にじゅっかんぼん

）       1巻 

 

【所有者】公益財団法人日本書道美術館（東京都板橋区常盤台 1－3－1） 

【法 量】縦 26.8㎝ 横 598.8㎝ 

 

 歌合は、左右に分かれて歌の優劣を競う行事とその記録のことを指す。

堀河天皇
ほりかわてんのう

（在位 1087～1107）は歌合の編纂を源 雅 実
みなもとのまさざね

（1059～1127）に命じた

が、堀河天皇の薨去
こうきょ

によって編纂は頓挫した。しかし、雅実とその甥・藤原忠通
ふじわらのただみち

（1097～1164）は遺志を受け継ぐべく編纂を再開し、約二百度の歌合の集成 

「二十巻本歌合」は完成直前に至った。しかし、雅実の死などにより、清書され

ずに草稿のまま残ってきた。 

 本書は「二十巻本歌合」の一部である承暦二年（1078）4 月 28 日の内裏歌合

である。この歌合は、後世の和歌に多大なる影響を与えたとして評価されてきた

が、長くその本文は写本でしか知られてこなかった。しかし近年、本書の存在が

明らかとなり、その原文が知られるようになったため、本書は和歌文学史上重要

な資料として評価されている（平安時代・12世紀） 

  

日本書道美術館所蔵 
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③大毘盧遮那成仏経
だいびるしゃなじょうぶつきょう

疏
しょ

                 20帖 

 

【所有者】宗教法人仁和寺
に ん な じ

（京都府京都市右京区御室大内 33）  

【法 量】各 縦 23.5㎝ 横 14.9㎝程度 

 

 インド僧善無畏
ぜ ん む い

（637～735）と共に『大日経
だいにちきょう

』を漢訳
かんやく

した一行
いちぎょう

（683～727）

が、善無畏の説いた教えをまとめた『大日経』の注釈書である。 

 表紙内側には、寬
かん

治
じ

7年（1093）から嘉
か

保
ほう

2年（1095）にかけて、寬
かん

意
い

（1054

～1101）が弟子に本書の教えを伝授した旨の朱書きがある。本書には、墨と朱で

濃密に訓点
くんてん

が施されており、伝授に際して書き加えられたものと考えられる。そ

して、これらによって当時の読み方を研究することが可能である。また、20 巻

が完存しているのは、11世紀のものとしては唯一であり、最古といえる。 

 本書は、仏教史研究のみならず国語学研究上においても極めて貴重である。 

（平安時代・11世紀） 
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④宋版律宗三大部
そうはんりっしゅうさんたいぶ

幷
ならびに

記
き

文
ぶん

                52帖 

附 仁治二年十月日律宗三大部目録         1通 

享保十二丁未年閏正月七日東宝記抄       1通 

 

【所有者】宗教法人教
きょう

王
おう

護国寺
ご こ く じ

（京都府京都市南区九条町 1）  

【法 量】各 縦 31.0㎝ 横 11.0㎝程度 

 

 南山
なんざん

律宗
りっしゅう

の祖道宣
どうせん

（596～667）の四分
し ぶ ん

律
りつ

関係の著作、およびそれらに註解
ちゅうかい

を

加えた北宋の元照
げんしょう

（1048～1116）の著作を印刷した版本である。表紙の芯紙に

ある嘉
か

煕
き

2年（1238）の年紀と教王護国寺で作られた仁
にん

治
じ

2年（1241）の目録か

ら、その間に印刷されたことが分かる。宣
せん

陽門院
ようもんいん

（1181～1252、後白河天皇皇女）

が寄進したこと、もとは 73帖あったこと、康暦
こうりゃく

元年（1379）の火災で 21帖が

失われたことが知られる。 

 本書は、まとまった点数が作られた当初の姿で伝わっており、印刷や渡来、寄

進の時期もほぼ特定できる点からも仏教史、文化交流史研究上、極めて貴重であ

る。（中国・南宋時代・13世紀） 
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⑤源氏
げ ん じ

物語
ものがたり

（国
くに

冬本
ふゆほん

）                 54帖 

 

【所有者】学校法人天理大学（奈良県天理市杣之内町 1050） 

【法 量】各 縦 16.4㎝ 横 16.5㎝程度 

 

住吉
すみよし

大社
たいしゃ

の神官であり歌人でもある津守
つ も り

国
くに

冬
ふゆ

筆とされる鎌倉時代後期に書写

された 12 帖と、室町時代後期に書写された 42 帖の計 54 帖からなる。複雑な

錯簡
さっかん

と大小の脱落が 18帖にもおよび、不明な点が多かったが、近年、詳細な調

査研究が行われて、錯簡の状態が明らかとなり、全容が把握できるようになった。 

 本文の系統は平安時代の写本の系統である別
べっ

本
ほん

系とされるが、定家本
ていかぼん

系や

河内本
かわちぼん

系も含まれている。別本系の写本として、鎌倉時代後期の写本が一人の人

間による一筆にて 11帖も残されている点、『源氏物語』研究上、価値が高い。 

（鎌倉・室町時代・14、16世紀） 

  

天理大学附属天理図書館所蔵 
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＜古文書の部＞ 

（重要美術品に有形文化財を追加して重要文化財に 1件） 

①嶋井家文書
し ま い け も ん じ ょ

（七百八十一通） 

11巻、36冊、1帖、6幅、670通、5綴 

 

【所有者】福岡市（福岡県福岡市中央区天神 1－8－1） 

福岡市博物館保管 

 

 嶋井家文書は、安土桃山時代を中心に活躍した嶋井宗室
そうしつ

（？～1615）を祖とす

る中近世博多の代表的商家・嶋井家の文書群である。宗室は、博多を支配してい

た大友氏をはじめ、毛利氏、豊臣秀吉、徳川家康と、貿易や茶の湯を通じて交流

を深めた。 

 本文書群は、諸大名や茶人などの書状や、朱印船貿易
しゅいんせんぼうえき

への投資に関する

「投銀証文
なげがねしょうもん

」を含む。その中にはポルトガル人が投資した事を示す資料も含ま

れている。朱印船貿易が途絶えた後も福岡藩御用に関わったことを示す文書が

まとまって伝来しており、江戸時代末期までの貿易、金融、都市支配に関する文

書群としてたいへん貴重である。（室町～江戸時代・16～19世紀） 

  

福岡市博物館所蔵 
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（有形文化財を重要文化財に 7件） 

①多賀
た が

城跡
じょうあと

出土
しゅつど

木簡
もっかん

                  450点 

 

【所有者】宮城県（宮城県仙台市青葉区本町 3－8－1） 

宮城県多賀城跡調査研究所・東北歴史博物館保管 

 

多賀城
たがじょう

は、陸奥
む つ

国府
こ く ふ

として、また平安時代初期に胆沢
いさわ

城
じょう

に移設されるまでは

鎮守府
ちんじゅふ

としても機能した、古代東北地方における律令国家の政治的・軍事的支配

拠点である。 

 文献史料の少ない東北古代史研究にとって、その時代に書かれた史料である

木簡が果たす役割は大きい。出土
しゅつど

した 8世紀前半から 10世紀前半までの木簡
もっかん

は、

物資運搬の際の荷札
に ふ だ

や呪術的な内容のもののほか、鎮守府関係・軍団
ぐんだん

関係の木簡、

大宝 2年（702）美濃
み の

国
のくに

戸籍などと同様の記載方法に則った戸籍抜書
ぬきがき

木簡などが

ある。これらは陸奥
む つ

国府
こ く ふ

また鎮守府としての多賀城での政務の内容を示すもの

や、奈良時代・平安時代初頭の蝦夷政策を反映したものなど、多種多様な内容を

含み、律令国家による東北経営の実態を知ることができ、たいへん貴重である。 

（奈良～平安時代・8～10世紀）  

宮城県多賀城跡調査研究所・東北歴史博物館所蔵 
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②言
とき

継
つぐ

卿記
きょうき

                       35冊 

附 写本〈享保八年／〉              1冊 

 

【所有者】国立大学法人東京大学（東京都文京区本郷 7－3－1） 

【法 量】各 縦 26.5㎝ 横 22.4㎝程度 

 

権
ごんの

大納言
だいなごん

山科
やましな

言
とき

継
つぐ

（1507～1579）の日記であり、戦国期の日記を代表するも

ののひとつである。大永 7年（1527）から天正 4年（1576）のうち 40年分の自

筆原本が伝わる。山科家は朝廷の内蔵
く ら

寮
りょう

を管理していたので、その関係記事が

多く、また言継が医薬・文芸・音楽・服装の故実
こ じ つ

などに堪能
たんのう

であったことから、

その関係記事も豊富である。ほぼ全てに紙背
し は い

文書
もんじょ

があり、総数は 2917通にもお

よぶ。 

 戦国期の室町幕府・将軍の動静をめぐる政治状況をはじめ、社会・経済・文化

など、多方面の研究において極めて価値が高い。（室町～安土桃山時代・16世紀） 

  

東京大学史料編纂所所蔵 
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③近江
おうみの

国
くに

比良庄
ひらしょう

絵図
え ず

                   1鋪 

 

【所有者】北比良
き た ひ ら

財産管
ざいさんかん

理会
り か い

（滋賀県大津市北比良 76－1） 

【法 量】縦 80.7㎝ 横 126.7㎝ 

 

 本絵図は、滋賀県高島市と大津市に所在した比良庄
ひらしょう

とその周辺地域を描いた

ものである。 

 画面の下半分は、琵琶湖側から比良
ひ ら

山系
さんけい

の山々を仰ぎ見る形で作図され、平地

部の庄園
しょうえん

と河川が描かれる。画面の上半分は、天空から比良山系の北部を見下

ろす形で作図され、比良庄、安曇川
あ ど が わ

、比良山系を描き、南部に葛川明王院
かつらがわみょうおういん

が描

かれる。 

 比良庄の庄域
しょういき

は墨線で表され、庄園の内部には寺社の堂舎や鳥居、樹木など

が詳細に描かれる。また、鎌倉時代後期と南北朝期の裏書
うらがき

が存在し、本絵図が周

辺庄園との境相論
さかいそうろん

に際して作成されたことがわかる。 

 本絵図は、豊富な注記に加え、裏書により作成された背景も判明するため、中

世社会経済史研究上、極めて貴重である。（室町時代・16世紀） 

  

北比良財産管理会所蔵 
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④三藐院記
さんみゃくいんき

                  7巻、18冊、6通 

附 関白
かんぱく

宣下
せ ん げ

                    1巻   

 

【所有者】公益財団法人陽明
ようめい

文庫（京都府京都市右京区宇多野上ノ谷町 1－2） 

 

三藐院記は、近衛信尹
このえのぶただ

（1565～1614）の自筆記録である。信尹は摂関家
せっかんけ

に生ま

れながら、豊臣秀吉によって関白就任を阻まれ、朝廷と武家政権の関係に強く影

響された生涯を送った。 

 記録は、文禄元年(1592)12月から慶長 11年(1606)4月に至る日次記
ひ な み き

である本

記と、案件別に記録された別記からなる。別記は、信尹が強い関心を抱き続けた

関白就任に関する記録を中心に詳細に記録された。 

 三藐院記は、安土桃山時代～江戸時代前期に至る政治史だけでなく、配流
は い る

中の

薩摩での記事等、地域史、文化史の動向をも窺い知ることができる史料としてた

いへん貴重である。（安土桃山～江戸時代・16～17世紀） 

  

公益財団法人陽明文庫所蔵 
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⑤高良
こ う ら

大社
たいしゃ

文書
もんじょ

（百四十六通）        15巻、18冊、17通 

 

【所有者】宗教法人高良大社（福岡県久留米市御井町 1） 

 

 高良大社は、筑後
ちくごの

国
くに

一宮
いちのみや

であり、筑後川に近い高良山
こうらさん

の中腹にある。本文書群
ほんもんじょぐん

は、大祝
おおほうり

職
しょく

を務めた鏡
かがみ

山家
や ま け

、神職を司る大宮司家
だ い ぐ う じ け

、神仏混淆
こんこう

のなかで仏教を

司る座
ざ

主家
す け

の三家に伝わった文書から構成されている。 

 斉衡
さいこう

3年（856）の筑後
ちくごの

国
こく

符
ふ

と天慶
てんぎょう

7年（944）の筑後
ちくごの

国
こく

解
げ

は、特に古い年紀を

有するが、年紀よりは時代が下る平安時代後期頃までに作られたものと推定さ

れる。筑後国解は一国内の神々の名称を書き上げた国内
こくない

神 名 帳
じんみょうちょう

で、内容は天慶

当時のものとして違和感はなく、最古の国内神名帳の内容を伝える。 

 他には、室町～安土桃山時代に九州の諸大名やその家臣が三家に宛てた文書

が豊富である。 

 九州の歴史研究上、極めて貴重な内容を有する文書群である。  

（平安～明治時代・10～19世紀） 

  

高良大社文書（百四十六通）のうち筑後国解写 
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⑥銘苅家
め か る け

文書
もんじょ

（四通）              1幅、2面、1鋪 

 

【所有者】沖縄県（沖縄県那覇市泉崎 1－2－2） 

【法 量】①縦 27.7㎝ 横 76.1㎝ ②縦 27.4㎝ 横 43.0㎝ 

     ③縦 27.4㎝ 横 43.7㎝ ④縦 25.0㎝ 横 44.1㎝ 

 

銘苅家は、伊
い

是
ぜ

名
な

島
じま

出身の第二
だ い に

尚
しょう

氏
し

の祖尚
しょう

円
えん

（1415～1476）の叔父の子孫で

あり、歴代が銘
め

苅
かる

大
おほ

屋
や

子
こ

を務め、王家に関する儀礼を司祭した。銘苅家文書は、

「御
ご

朱
しゅ

印
いん

」「御
ご

印
いん

判
ぱん

」と呼ばれた 琉
りゅう

球
きゅう

国
こく

王
おう

発
はっ

給
きゅう

の朱
しゅ

印
いん

状
じょう

（琉球国王朱印状）

3 通を中心とする。琉球史研究上、「辞
じ

令
れい

書
しょ

」とも呼ばれていた文書である。内

訳は、古
こ

琉
りゅう

球
きゅう

の朱印状 1通と、近
きん

世
せい

琉
りゅう

球
きゅう

の朱印状 2通、尚円生誕地を描いた

絵図 1通である。 

本文書は、第二尚氏の王
おう

統
とう

に連なる銘苅家に伝来したものである。とくに古琉

球の朱印状は、戦災により数多くの史料が失われた沖縄において、古琉球の貴重

な文字資料として古文書学および琉球史研究上においてたいへん重要である。 

（琉球・第二尚氏時代・16～19世紀） 

  

沖縄県立博物館・美術館所蔵 
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⑦琉
りゅう

球
きゅう

国
こく

王
おう

朱
しゅ

印
いん

状
じょう

〈大
おほ

首
しゅ

里
り

大
おほ

屋
や

子
こ

充
あて

/万
ばん

暦
れき

二十三年八月廿九日〉 

1幅 

【所有者】沖縄県（沖縄県那覇市泉崎 1－2－2） 

【法 量】縦 28.7㎝ 横 83.7㎝ 

 

琉球国王朱印状は、国王が官
かん

人
じん

等を任用する際や、知
ち

行
ぎょう

地
ち

等を給与
きゅうよ

する際に

発給
はっきゅう

した公的な文書であり、国王の朱
しゅ

方
ほう

印
いん

（「首
しゅ

里
り

之
の

印
いん

」）が捺
お

されていること

から「御
ご

朱
しゅ

印
いん

」「御
ご

印
いん

判
ぱん

」と呼ばれていた。琉球史研究上、「辞
じ

令
れい

書
しょ

」とも呼ばれ

ていた文書である。 

本状は、国王から宮古島の「下地
し も ぢ

の大
おほ

首
しゅ

里
り

大
おほ

屋
や

子
こ

」へと与えられたもので、現

存する朱印状中、唯一の三紙継ぎで本紙の全長が最も長く、古
こ

琉
りゅう

球
きゅう

の宮古島に

関する唯一のものである。 

古琉球研究上の第一級史料と評価されており、戦災により数多くの史料が失

われた沖縄において、古琉球の貴重な文字資料として古文書学および琉球史研

究上においてたいへん重要である。（琉球・第二尚氏時代・16世紀） 

  

沖縄県立博物館・美術館所蔵 



 

45 

 

＜考古資料の部＞ 

（有形文化財を重要文化財に 8件） 

①北海道
ほっかいどう

常呂川河口遺跡墓坑
と こ ろ が わ か こ う い せ き ぼ こ う

出土品
しゅつどひん

            一括 

 

【所有者】北見市（北海道北見市大通西 3－1－1） 

北見市ところ遺跡の森保管 

 

 オホーツク海に注ぐ常呂川河口に形成された、縄文時代晩期から続縄文時代

中葉の集団墓地からの出土品。全 1805点の遺物で構成される。 

装飾性に富み、方形あるいは革
かわ

袋形
ぶくろがた

もある奇抜な器形の土器群、墓坑
ぼ こ う

に副葬
ふくそう

された黒曜石
こくようせき

製の石
せき

鏃
ぞく

、琥珀
こ は く

や硬
こう

玉
ぎょく

、ガラスなどから作られた多種多量の玉類

等が注目される。特にサハリン産とみられる琥珀の玉は極めて多量で、その形状

も多彩。これらは北海道東部における、縄文時代から続縄文時代の文化内容を示

すとともに、当時の葬送儀礼や副葬品の実態を示すうえで貴重な資料である。

（縄文時代晩期～続縄文時代・紀元前 5～4世紀） 
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②青森県
あおもりけん

引
くしひき

遺跡
い せ き

出土品
しゅつどひん

                 一括 

 

【所有者】八戸市（青森県八戸市内丸 1－1－1） 

八戸市博物館保管 

 

 八戸市の西郊を流れる馬淵川右岸に位置する 引遺跡でみつかった竪穴住居

跡と土坑跡からの出土品。深鉢形土器をはじめとした全 83点で構成される、縄

文時代草創期後半（約 11,000年前）の一括。 

特に多縄文
たじょうもん

系土器群に属する深
ふか

鉢形
ばちがた

土器
ど き

は、9割ほどが遺存し、口縁部に付さ

れた山形の小突起や刻み、2種類の縄文原体を用いて施文
せ も ん

することで羽状
うじょう

構成を

なす文様、3段に屈曲する形状、緩い丸みを帯びた底部など、その特徴が明瞭に

観察できる。全形を窺い知ることができる縄文時代草創期の土器は稀少である

なか、完形に近い個体を含む一括として極めて貴重な資料である。（縄文時代草

創期・約 11,000年前） 
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③茨城県
いばらきけん

風返
かざかえし

稲荷山
いなりやま

古墳
こ ふ ん

出土品
しゅつどひん

             一括 

 

【所有者】かすみがうら市（茨城県かすみがうら市上土田 461） 

かすみがうら市歴史博物館保管 

 

 霞ヶ浦沿岸に築かれた古墳時代後期末（6世紀末から 7世紀初頭頃）の前方後

円墳からの出土品、全 53点で構成される一括。 

 ２基の埋葬施設やその傍から出土した豊富な副葬品
ふくそうひん

群で、銅鋺
どうわん

や金・銀で装

飾された武器・馬具などが特徴的。特に銅鋺は小型で蓋
ふた

、承
うけ

台
だい

を伴い、姿形も優

美である。独特な形状で希少な棘
きょく

葉形
ようけい

杏
ぎょう

葉
よう

を含む 2組の馬具は、遺存状態が極

めて良好で、当時の輝きを現代に伝える。また、金銀装の頭
かぶ

椎
つち

大刀
た ち

や金銅装の

円頭
えんとう

大刀
た ち

など、数量豊富な装飾付
そうしょくつき

大刀
た ち

を有する。これらは、最末期の前方後円

墳における副葬品の組み合わせを示す好例であり、この時代における金工品の

種類や製作技術、変遷をみるうえでも重要である。（古墳時代・6～7世紀） 
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④三重県
み え け ん

天白
てんぱく

遺跡
い せ き

出土品
しゅつどひん

                 一括 

 

【所有者】三重県（三重県津市広明町 13） 

三重県埋蔵文化財センター保管 

 

 伊勢平野の西部に営まれた、縄文時代後期から晩期（約 2,400～4,000 年前）

にかけての祭祀の場とされる配
はい

石
せき

遺構
い こ う

からの出土品一括、全 163点。 

多量の土器・土偶・土製品に加えて、岩
がん

偶
ぐう

や石
せき

棒
ぼう

・石
せき

剣
けん

などの祭祀用具を含む

多数の石器・石製品で構成され、敲
たたき

石
いし

等の水銀
すいぎん

朱
しゅ

(辰砂
しんしゃ

)精製用具も注目される。

特に破片を含めて 42点ある土偶は、西日本、東日本それぞれの特徴をもつもの

が含まれ、西日本においてその数量は奈良県橿原
かしはら

遺跡出土品(重要文化財)に次

ぐ。土器は、畿内一円に分布する型式（一乗寺
いちじょうじ

K式から滋賀里
し が さ と

I・II式）に、東

日本に分布する土器型式も伴う。西日本における豊富な祭祀用具が揃う好例で

あり、縄文時代における東西日本の文化の結節点としての特徴を示す点も重要

である。（縄文時代後期～晩期・約 2,400～4,000年前） 
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⑤京都府
きょうとふ

神
かみ

雄寺
お で ら

跡
あと

出土品
しゅつどひん

                 一括 

 

【所有者】木津川市（京都府木津川市木津南垣外 110－9） 

京都府立山城郷土資料館保管 

 

 平城京の北、奈良山丘陵の北東端に築かれた、奈良時代から平安時代初頭（8

～9世紀）の山林寺院跡からの出土品一括、全 911点で構成される。 

『万葉集』巻十所載の和歌とみられる「あきはきのしたはもみち」と墨書した

木簡、正倉院に類例のある陶器製の腰
よう

鼓
こ

、須弥山
しゅみせん

あるいは極楽浄土の風景を表現

したとみられる組み合わせ式の彩釉
さいゆう

山水
さんすい

陶器
と う き

など極めて希少な遺物が注目され

る。この他、奈良三彩
さんさい

など高品質かつ貴重な施釉
せ ゆ う

陶器
と う き

、塑像
そ ぞ う

や塼
せん

、仏教行事で使

われ投棄された極多量の灯明
とうみょう

皿
ざら

、寺名を示す「神雄寺」・「神雄」・「神寺」

と書かれた墨書土器など、仏教信仰と現地で催された宗教行事を具体的に示す

遺物も数多く、奈良時代の都城周辺における仏教文化と祭礼・法会の実態を示

し、学術的に貴重である。（奈良～平安時代・8～9世紀） 
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⑥広島県
ひろしまけん

安芸国分寺跡土坑
あ き こ く ぶ ん じ あ と ど こ う

出土品
しゅつどひん

             一括 

 

【所有者】東広島市（広島県東広島市西条栄町 8－29） 

東広島市出土文化財管理センター保管 

 

 安芸国分寺跡にて発見された、木簡、土器等多量の遺物が埋められた大形土坑
ど こ う

からの出土品一括、全 252点。 

木簡、土器、瓦、服飾具や祭祀具などで構成され、国分寺
こくぶんじ

建立
こんりゅう

の 詔
みことのり

（741

年）から 9年目である「天平
てんぴょう

勝
しょう

宝
ほう

２年」 (750年)の紀年がある木簡をはじめ、

「安居
あ ん ご

」、「齋会
さ い え

」などの仏教行事や、「佐伯郡
さえきぐん

」、「山方郡
やまがたぐん

」など安芸国内の郡名

が記された墨書土器や木簡、角筆や物指などの木製品が注目される。これらは、

国分寺で勤修された諸法会で用いた物品や荷札などを一括で廃棄したものと考

えられ、当時の仏教行事の一端を示す資料として、学術的価値が高い。 

（奈良時代・8世紀） 
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⑦徳島県
とくしまけん

若杉山
わかすぎやま

辰砂
しんしゃ

採掘
さいくつ

遺跡
い せ き

出土
しゅつど

石器
せ っ き

           一括 

 

【所有者】徳島県（徳島県徳島市万代町 1－1） 

徳島県立博物館・徳島県立埋蔵文化財総合センター保管 

 

 弥生時代後期から古墳時代初頭（1 ～3世紀）に営まれた、赤色顔料として多

彩な用途に用いられた水銀朱の原料となる辰砂
しんしゃ

（硫化
りゅうか

水銀
すいぎん

）鉱石
こうせき

の採掘跡遺跡か

ら出土した石器（石
いし

杵
ぎね

、石臼
いしうす

）、全 124点。 

石杵・石臼は、辰砂の採掘から精製過程で使用され、その際に生じた敲打
こ う だ

痕
こん

や

擦
さつ

痕
こん

、またその両者が明瞭に残り、岩塊を粉末化するための敲
たた

き・潰
つぶ

し・磨
す

りと

いった工程を具体的に復元する事が可能である。また石杵の一部には遠隔地か

ら運ばれた石材が用いられている。これらは、弥生時代から古墳時代初頭におけ

る水銀朱生産の実態を示し、学術的価値が高い。（弥生～古墳時代・1～3世紀） 
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⑧福岡県
ふくおかけん

大宰府
だ ざ い ふ

跡
あと

出土品
しゅつどひん

                 一括 

 

【所有者】福岡県（福岡県福岡市博多区東公園 7－7） 

九州歴史資料館保管 

 

 「遠
とお

の朝廷
み か ど

」とも称され、飛鳥時代後半から平安時代（7～11世紀）に機能し

た古代最大の地方官衙
か ん が

である大宰府跡からの出土品一括、全 1770点。 

「大宰府
だ ざ い ふ

政庁
せいちょう

跡
あと

」、「水
みず

城跡
き あ と

」、「大野
お お の

城跡
じょうあと

」、「観世音寺
か ん ぜ お ん じ

」などの遺跡群

から出土した瓦や墨書土器、祭祀具、生産関連資料等で構成され、政庁の屋根を

飾った鬼瓦や軒
のき

瓦
がわら

、美麗な文様塼
もんようせん

、「水
みず

城
き

」・「大城
お お き

」など多種多様な墨書土器や

硯、役人の身分を示す石帯
せきたい

、地鎮に用いられた土器や鉄製品など、多彩な資料が

含まれる。これらは、大宰府にて営まれた政務機関や寺院、防御施設等の性格や

機能を示し、そこに出仕した官人ほかの用務や生活を復元しうる代表的な遺物

の一括であり、極めて学術的価値が高い。（飛鳥～平安時代・7～11世紀） 
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＜歴史資料の部＞ 

（有形文化財を重要文化財に 6件） 

①大槻家
おおつきけ

関係
かんけい

資料
しりょう

                   4048点 

 

【所有者】岩手県一関市（岩手県一関市竹山町 7－2） 

     一関市博物館保管 

 

大槻家は陸奥
む つ の

国
くに

磐
いわ

井
い

郡
ぐん

一関を出自とし、江戸時代後期以降、蘭学者で『蘭学
らんがく

階梯
かいてい

』を著した玄沢
げんたく

（1757～1827）、漢学者で東北戊辰戦争にも大きく関与し

た磐渓
ばんけい

（1801～1878）、日本最初の近代的国語辞書である『言
げん

海
かい

』などを出版

した国語学者文彦
ふみひこ

（1847～1928）を輩出した。 

本資料群は、3代にわたる学者を中心に大槻家の人物が作成・授受し、また

その手沢となった同家伝来の一括資料（著述稿本類 415点、文書・記録類 2859

点、書画類 222点、典籍類 190点、器物類 195点、写真 167点）から構成され

る。江戸時代後期から近代における同家歴代の学問の内容を明らかにし、文化

史・政治史上に価値が高い。（江戸～昭和時代・17～20世紀） 
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②五
ご

馬力
ば り き

誘導電
ゆうどうでん

動機
ど う き

〈／明治四十三年、久原
く は ら

鉱業所製
こうぎょうしょせい

〉   1台 

附 設計図面                   5枚 

 

【所有者】株式会社日立製作所（東京都千代田区丸の内 1－6－6） 

日立オリジンパーク保管 

【法 量】全高 45・0㎝（約 17・4インチ） 

 

明治 43年（1910）に久原
く は ら

鉱業所
こうぎょうしょ

日立
ひ た ち

鉱山
こうざん

工作課長小平
おだいら

浪平
なみへい

（1874～1951）

の指導のもとで製造された誘導電動機である。当時国内の鉱山では多くの外国

製電気機械が使用されていたが、日立鉱山工作課（後の日立
ひ た ち

製作所
せいさくしょ

）では国産

の電気機械製作を企図し、本機を端緒として鉱山用に留まらない電気機械一般

の製造を事業化するに至った。 

本機は日本人により設計製造された誘導電動機としては現存最古で、電気機

械国産化の礎を築いた機械として産業技術史上に学術的価値が高い。本機と同

時期に作成され、本機の構造などを明らかにする設計図面類もともに保存され

ており、附としてあわせて保護を図る。（明治時代・明治 43年） 
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③星学
せいがく

手簡
しゅかん

                       3冊 

 

【所有者】大学共同利用機関法人自然科学研究機構 

（東京都港区虎ノ門 4－3－13ヒューリック神谷町ビル） 

国立天文台保管 

 

 江戸時代後期に寛政の改暦をなしとげ、我が国の天文暦学を大きく発展させ

た高橋
たかはし

至
よし

時
とき

（1764～1804）、間
はざま

重富
しげとみ

（1756～1816）をはじめとする麻田派
あ さ だ は

の

天文暦学者間で交わされた書状を中心に集成した書物である。編者は至時の次

男渋川
しぶかわ

景佑
かげすけ

と推定され、同家に伝来した。書状の内容は、天体観測の具体や天

文暦学研究の実態、観測・測量機器の改良、寛政の改暦や伊能
い の う

忠
ただ

敬
たか

の全国測量

の実情等を伝える。当時の天文暦学の水準を知る上で欠かせない史料であり、

江戸時代後期の天文暦学史、測量技術史上に価値が高い。 

（江戸時代・19世紀） 

  

国立天文台所蔵 
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④横
よこ

山松
やままつ

三郎
さぶろう

関係
かんけい

資料
しりょう

（高田家
た か だ け

伝来
でんらい

）           83点 

 

【所有者】個人 

 

 横山松三郎（1838～1884）は幕末から明治時代前期にかけて活躍した職業写真

家で、江戸城や壬申
じんしん

検査
け ん さ

、ウィーン万国博覧会出品作品などの撮影を担ったこと

で知られる。  

松三郎のもとにあった資料群は弟松蔵
まつぞう

と養子の啓
けい

（慶
けい

）次郎
じ ろ う

に受け継がれた。

本件は松蔵が晩年に身を寄せた高田家に伝来したもので、松三郎とその弟松蔵

が撮影した写真ガラス原板を中心に、鶏卵紙
けいらんし

写真、写真油絵類、写真石版、写真

技術書などから構成される。幕末から明治時代初期にかけて活躍した職業写真

家に関する資料がまとまって伝存するものは希有である。そのようななか本件

は、松三郎の事績、習得した技術を明らかにし、写真史・科学技術史上に学術的

価値が高い。（江戸～明治時代・19世紀） 

 

 

  

東京大学史料編纂所古写真プロジェクト作成・提供 
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⑤国友
くにとも

一貫
いっかん

斎
さい

関係
かんけい

資料
しりょう

                 953点 

 

【所有者】個人 

 

 近江国
おうみのくに

の鉄砲鍛冶出身で、江戸時代後期の卓越した技術者・科学者である国

友一貫斎（1778～1840）の家に伝来した資料群である。一貫斎は同時代の知識

人や技術者との交流を通じて西洋の科学技術に関する知識を習得し、反射望遠

鏡や気砲等の機器を自身で考案、制作するに至った。本資料は一貫斎自作の反

射望遠鏡 1点、レンズ等望遠鏡部品を含む器物類 101点、鉄砲の生産や発受注

に関わる古文書などの文書・記録類 703点、銃砲や制作品、太陽の黒点や月面

観測記録などの図面類 120点、典籍類 16点、書画類 12点の合計 953点から構

成され、一貫斎の事績を明らかにする。江戸時代後期の銃砲史、科学技術史上

に学術的価値が高い。（安土桃山～江戸時代・16～19世紀） 

 

 

  

提供 長浜城歴史博物館 
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⑥上江
う え

洲家
ず け

関係
かんけい

資料
しりょう

                 1905点 

 

【所有者】個人 

 

 上江洲家は 17世紀末以降に久米島の西半分にあたる具志川間
ぐ し か わ ま

切
ぎり

の地頭代
じとぅでー

を歴

代務めた家である。本資料群は、同家伝来の一括資料で文書・記録類 1589点、

地図・絵図類 31点、典籍類 114点、書画類 82点、器物類 89点から構成される。 

中心を占める文書・記録類は、琉球王府との関係を中心に同家の歴史を明らか

にする家譜等がある。書画類は、久米島が清国との航路上の要衝にあったことか

ら冊封使
さくほうし

や琉球王国の使者が遺した書跡がまとまって伝来する。器物類は地頭

代の功績を賞賛して王府から下賜された掛
かけ

床
どこ

が注目される。第二次世界大戦に

よる被害のため、第二
だ い に

尚
しょう

氏
し

時代以来の家資料がまとまって伝存することは希有

であるなか、本資料群は、琉球王国による離島支配のあり方、第二尚氏時代から

昭和時代にいたる同家の家の経営や、生活文化などを伝え、政治経済史、文化史

上などに学術的価値が高い。（第二尚氏～昭和時代・17～20世紀） 
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Ⅲ．参考 
 

○国宝・重要文化財（美術工芸品）指定件数 

 

（注）国宝の分割による重要文化財の件数増、種別替えが発生するため、合計欄は必ずしも

既指定件数と新規指定件数の合計とならない場合がある。 

 

 

    事項 

種別 

既指定件数 新規指定の件数 合 計 

 うち国宝 国 宝 重要文化財  うち国宝 

絵   画 2,042 166 - 10 2,053注 166 

彫   刻 2,726 140 -  6 2,732  140 

工  芸  品 2,471 254 -  4 2,475  254 

書跡・典籍 1,920 229 3  5 1,929注 232 

古  文  書   781  62   8  789   62 

考 古 資 料   652  48 1  8  660   49 

歴 史 資 料   228   3 -  6  234    3 

合    計 10,820 902 4 47 10,872 906 


